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大府ブランドを世界に！ 大府商工会議所 検索http://www.obu-cci.or.jp/

定例個別相談のご案内（無料・要予約）

日本政策金融公庫
金　融　相　談

愛知県信用保証協会
金　融　相　談

8 月 19日（月）10：00 ～ 12：00【日　　時】

大府商工会議所１階相談室【開催場所】

日本政策金融公庫 熱田支店 
国民生活事業　担当者

【相 談 員】

住宅修繕相談
8 月 28日（水）【日　　時】

大府商工会議所１階相談室【開催場所】
（公財）住宅リフォーム・紛争処
理支援センター　増改築相談員

【相 談 員】

8月 27日（火）13：30 ～ 15：30【日　　時】

大府商工会議所１階相談室【開催場所】

愛知県信用保証協会 
経営支援部 担当者

【相 談 員】

税務経理相談 知的財産相談
8 月 9日（金）
①13：30 ～
③14：30 ～

13：00 ～ 16：00

②14：00 ～
④15：00 ～

【日　　時】

大府商工会議所１階相談室【開催場所】
税理士及び公認会計士【相 談 員】

下請取引斡旋相談 経営法務法律相談 社会保険相談

8 月 9日（金）14：00 ～ 15：00【日　　時】

大府商工会議所【開催場所】

弁理士【相 談 員】

【日　　時】 ご連絡をいただいてから、相談日を決定します。

【開催場所】 大府商工会議所 1階相談室

　　　　　　　　　  【相 談 員】
（公財）あいち産業振興機構専門員 愛知県弁護士会所属弁護士 社会保険労務士

※上記相談は、開催前日の午前中までに、必ずご予約下さい。（ご予約がない場合は、開催されません。）

中小企業相談所まで、
ご連絡下さい！

TEL（0562）47-5000

OBU 
�e Obu Chamber of Commerce and Industry

大府商工会議所会報OBU 
�e Obu Chamber of Commerce and Industry

大府商工会議所会報
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会議所だより
KAIGISHO ★ DAYORI

会議所だより
KAIGISHO ★ DAYORI

Q3AQ4

Q5 AAQ6

Q7

年次有給休暇の確実な取得が必要です。

※

こ
の
他
に
も
、
よ
く
あ
る
質
問
が
厚
生
労
働
省
の

Ｈ
Ｐ
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。名称

住所

愛知働き方改革推進支援センター

0120-552-754

名古屋市千種区千種通り7-25-1
サンライズ千種3階（タスクール内）

電話
番号

検索ワード

働き方改革の推進に向けた相談窓口が
開設されています。

厚労省　働き方改革　Q&A 検索

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施行されました！

●今回の法改正で使用者による時季指定が休暇取得の新たな方法に加わりました。
●管理監督者やパートタイム労働者も対象です。
●労働者による請求・取得、労使協定に基づく計画年休、使用者による時季指定のいずれかの方法により取得させなけ
ればなりません。

●会社独自の特別休暇はこの法律の対象外であり、あくまで法定の年次有給休暇を年 5日取得させる必要があります。
●年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
●違反した場合、30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

基
準
日
に
つ
い
て

対
象
と
な
る
休
暇
に
つ
い
て

　２
０
１
９
年
４
月
よ
り
前
（
例
え
ば
２
０

１
９
年
１
月
）
に
１０
日
以
上
の
年
次
有
給
休

暇
を
付
与
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち

５
日
分
に
つ
い
て
、
２
０
１
９
年
４
月
以
後

に
年
５
日
確
実
に
取
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
り

ま
す
か
。

　４
月
１
日
に
入
社
し
た
新
入
社
員
に
つ
い

て
、
法
定
ど
お
り
入
社
日
か
ら
６
か
月
経
過

後
の
１０
月
１
日
に
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
す

る
の
で
は
な
く
、
入
社
日
に
１０
日
以
上
の
年

次
有
給
休
暇
を
付
与
し
、
以
降
は
年
度
単
位

で
管
理
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

基
準
日
は
い
つ
に
な
り
ま
す
か
。

　２
０
１
９
年
４
月
よ
り
前
（
例
え
ば
２
０

１
９
年
１
月
）
に
１０
日
以
上
の
年
次
有
給
休

暇
を
付
与
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち

５
日
分
に
つ
い
て
、
２
０
１
９
年
４
月
以
後

に
年
５
日
確
実
に
取
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
り

ま
す
か
。

　改
正
法
が
施
行
さ
れ
た
２
０
１
９
年
４
月

１
日
以
後
、
最
初
に
年
１０
日
以
上
の
年
次
有

給
休
暇
を
付
与
す
る
日
（
基
準
日
）
か
ら
、

年
５
日
確
実
に
取
得
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
よ
っ
て
、
２
０
１
９
年
４
月
よ
り
前
に

年
次
有
給
休
暇
を
付
与
し
て
い
る
場
合
は
、

使
用
者
に
時
季
指
定
義
務
が
発
生
し
な
い
た

め
、
年
５
日
確
実
に
取
得
さ
せ
な
く
と
も
、

法
違
反
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　４
月
１
日
に
入
社
し
た
新
入
社
員
に
つ
い

て
、
法
定
ど
お
り
入
社
日
か
ら
６
か
月
経
過

後
の
１０
月
１
日
に
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
す

る
の
で
は
な
く
、
入
社
日
に
１０
日
以
上
の
年

次
有
給
休
暇
を
付
与
し
、
以
降
は
年
度
単
位

で
管
理
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

基
準
日
は
い
つ
に
な
り
ま
す
か
。

　こ
の
場
合
、
４
月
１
日
が
基
準
日
と
な
り

ま
す
。

Q1AQ2A

AA

Q8Q9

Q10

A

AAQ11A

Q12A

　使
用
者
が
年
次
有
給
休
暇
の
時
季
を
指
定

す
る
場
合
に
、
半
日
単
位
年
休
と
す
る
こ
と

は
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
労
働
者

が
自
ら
半
日
単
位
の
年
次
有
給
休
暇
を
取
得

し
た
場
合
に
は
、
そ
の
日
数
分
を
使
用
者
が

時
季
を
指
定
す
べ
き
年
５
日
の
年
次
有
給
休

暇
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

　　パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
な
ど
、
所
定
労
働

日
数
が
少
な
い
労
働
者
で
あ
っ
て
、
１
年
以

内
に
付
与
さ
れ
る 
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
が

　使
用
者
が
年
次
有
給
休
暇
の
時
季
を
指
定

す
る
場
合
に
、
半
日
単
位
年
休
と
す
る
こ
と

は
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
労
働
者

が
自
ら
半
日
単
位
の
年
次
有
給
休
暇
を
取
得

し
た
場
合
に
は
、
そ
の
日
数
分
を
使
用
者
が

時
季
を
指
定
す
べ
き
年
５
日
の
年
次
有
給
休

暇
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。

　時
季
指
定
に
当
た
っ
て
、
労
働
者
の
意
見

を
聴
い
た
際
に
、
半
日
単
位
で
の
年
次
有
給

休
暇
の
取
得
の
希
望
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

半
日
（
０
・
５
日
）
単
位
で
取
得
す
る
こ
と

と
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。 

　ま
た
、
労
働
者
自
ら
半
日
単
位
の
年
次
有

給
休
暇
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
取
得
１
回

に
つ
き
０
・
５
日
と
し
て
、
使
用
者
が
時
季

を
指
定
す
べ
き
年
５
日
の
年
次
有
給
休
暇
か

ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
な
お
、
時
間
単
位
の
年
次
有
給
休
暇
に
つ

い
て
は
、
使
用
者
に
よ
る
時
季
指
定
の
対
象

と
は
な
ら
ず
、
労
働
者
が
自
ら
取
得
し
た
場

合
に
も
、
そ
の
時
間
分
を
５
日
か
ら
控
除
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）

　パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
な
ど
、
所
定
労
働

日
数
が
少
な
い
労
働
者
で
あ
っ
て
、
１
年
以

内
に
付
与
さ
れ
る 
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
が

１０
日
未
満
の
者
に
つ
い
て
、
前
年
度
か
ら
繰

り
越
し
た
日
数
を
含
め
る
と
１０
日
以
上
と
な

っ
て
い
る
場
合
、
年
５
日
確
実
に
取
得
さ
せ

る
義
務
の
対
象
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　前
年
度
か
ら
の
繰
り
越
し
分
の
年
次
有
給

休
暇
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
日
数

分
を
使
用
者
が
時
季
を
指
定
す
べ
き
年
５
日

の
年
次
有
給
休
暇
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
か
。

　法
定
の
年
次
有
給
休
暇
に
加
え
て
、
会
社

独
自
に
法
定
外
の
有
給
の
特
別
休
暇
を
設
け

て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
取
得
日
数
を
５

日
か
ら
控
除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

１０
日
未
満
の
者
に
つ
い
て
、
前
年
度
か
ら
繰

り
越
し
た
日
数
を
含
め
る
と
１０
日
以
上
と
な

っ
て
い
る
場
合
、
年
５
日
確
実
に
取
得
さ
せ

る
義
務
の
対
象
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
前
年
度
か
ら
繰
り

越
し
た
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
は
含
ま
ず
、

当
年
度
に
付
与
さ
れ
る
法
定
の
年
次
有
給
休

暇
の
日
数
が
１０
日
以
上
で
あ
る
労
働
者
が
義

務
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　前
年
度
か
ら
の
繰
り
越
し
分
の
年
次
有
給

休
暇
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
日
数

分
を
使
用
者
が
時
季
を
指
定
す
べ
き
年
５
日

の
年
次
有
給
休
暇
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
か
。

　労
働
者
が
実
際
に
取
得
し
た
年
次
有
給
休

暇
が
前
年
度
か
ら
の
繰
り
越
し
分
の
年
次
有

給
休
暇
で
あ
る
か
当
年
度
の
基
準
日
に
付
与

さ
れ
た
年
次
有
給
休
暇
で
あ
る
か
に
つ
い
て

は
問
わ
な
い
も
の
で
あ
り
、
ご
質
問
の
よ
う

な
取
扱
い
も
可
能
で
す
。

　法
定
の
年
次
有
給
休
暇
に
加
え
て
、
会
社

独
自
に
法
定
外
の
有
給
の
特
別
休
暇
を
設
け

て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
取
得
日
数
を
５

日
か
ら
控
除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

　　今
回
の
法
改
正
を
契
機
に
、
法
定
休
日
で

は
な
い
所
定
休
日
を
労
働
日
に
変
更
し
、

当
該
労
働
日
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
年
次

有
給
休
暇
と
し
て
時
季
指
定
す
る
こ
と
は

で
き
ま
す
か
。

　法
定
の
年
次
有
給
休
暇
と
は
別
に
設
け
ら

れ
た
特
別
休
暇(

た
と
え
ば
、
労
働
基
準
法
第 

１
１
５
条
の
時
効
が
経
過
し
た
後
に
お
い
て

も
、
取
得
の
事
由
及
び
時
季
を
限
定
せ
ず
、

法
定
の
年
次
有
給
休
暇
日
数
を
引
き
続
き
取

得
可
能
と
し
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
、
法
定

の
年
次
有
給
休
暇
日
数
を
上
乗
せ
す
る
も
の

と
し
て
付
与
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同

じ)

を
取
得
し
た
日
数
分
に
つ
い
て
は
、
控
除

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　な
お
、
当
該
特
別
休
暇
に
つ
い
て
、
今
回

の
改
正
を
契
機
に
廃
止
し
、
年
次
有
給
休
暇

に
振
り
替
え
る
こ
と
は
、
法
改
正
の
趣
旨
に

沿
わ
な
い
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
労
働
者

と
合
意
を
す
る
こ
と
な
く
就
業
規
則
を
変
更

す
る
こ
と
に
よ
り
特
別
休
暇
を
年
次
有
給
休

暇
に
振
り
替
え
た
後
の
要
件
・
効
果
が
労
働

者
に
と
っ
て
不
利
益
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
法
理
に
照
ら

し
て
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。　今

回
の
法
改
正
を
契
機
に
、
法
定
休
日
で

は
な
い
所
定
休
日
を
労
働
日
に
変
更
し
、

当
該
労
働
日
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
年
次

有
給
休
暇
と
し
て
時
季
指
定
す
る
こ
と
は

で
き
ま
す
か
。

　ご
質
問
の
よ
う
な
手
法
は
、
実
質
的
に
年
次

有
給
休
暇
の
取
得
の
促
進
に
つ
な
が
っ
て
お
ら

　出
向
者
に
つ
い
て
は
、
出
向
元
、
出
向
先

ど
ち
ら
が
年
５
日
確
実
に
取
得
さ
せ
る
義
務

を
負
い
ま
す
か
。

　年
５
日
の
取
得
が
で
き
な
か
っ
た
労
働
者

が
１
名
で
も
い
た
ら
、
罰
則
が
科
さ
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

ず
、
望
ま
し
く
な
い
も
の
で
す
。

　出
向
者
に
つ
い
て
は
、
出
向
元
、
出
向
先

ど
ち
ら
が
年
５
日
確
実
に
取
得
さ
せ
る
義
務

を
負
い
ま
す
か
。

　在
籍
出
向
の
場
合
は
、
労
働
基
準
法
上
の
規

定
は
な
く
、
出
向
元
、
出
向
先
、
出
向
労
働
者

三
者
間
の
取
り
決
め
に
よ
り
ま
す
。
（
基
準
日

及
び
出
向
元
で
取
得
し
た
年
次
有
給
休
暇
の
日

数
を
出
向
先
の
使
用
者
が
指
定
す
べ
き
５
日
か

ら
控
除
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
取
り
決

め
に
よ
り
ま
す
）
移
籍
出
向
の
場
合
は
、
出
向

先
と
の
間
に
の
み
労
働
契
約
関
係
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
出
向
先
に
お
い
て
１０
日
以
上
の
年
次
有

給
休
暇
が
付
与
さ
れ
た
日
か
ら
１
年
間
に
つ
い

て
５
日
の
時
季
指
定
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
（
な
お
、
こ
の
場
合
、
原
則
と
し
て
出
向

先
に
お
い
て
新
た
に
基
準
日
が
特
定
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、
ま
た
、
出
向
元
で
取
得
し
た 

年
次

有
給
休
暇
の
日
数
を
出
向
先
の
使
用
者
が
指
定

す
べ
き
５
日
か
ら
控
除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
）　年

５
日
の
取
得
が
で
き
な
か
っ
た
労
働
者

が
１
名
で
も
い
た
ら
、
罰
則
が
科
さ
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　使
用
者
が
年
次
有
給
休
暇
の
時
季
指
定
を

す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
実
際
に
取
得
さ
せ

る
こ
と
ま
で
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　年
次
有
給
休
暇
の
取
得
を
労
働
者
本
人
が

希
望
せ
ず
、
使
用
者
が
時
季
指
定
を
行
っ
て

も
休
む
こ
と
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
使
用

者
側
の
責
任
は
ど
こ
ま
で
問
わ
れ
る
の
で
し

ょ
う
か
。

　法
違
反
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
な
り
ま
す

が
、
労
働
基
準
監
督
署
の
監
督
指
導
に
お
い

て
、
法
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
原
則
と

し
て
そ
の
是
正
に
向
け
た
指
導
を
受
け
、
改
善

を
図
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　使
用
者
が
年
次
有
給
休
暇
の
時
季
指
定
を

す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
実
際
に
取
得
さ
せ

る
こ
と
ま
で
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　使
用
者
が
５
日
分
の
年
次
有
給
休
暇
の
時
季

指
定
を
し
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
実
際
に
基
準

日
か
ら
一
年
以
内
に
年
次
有
給
休
暇
を
５
日
取

得
し
て
い
な
け
れ
ば
、
法
違
反
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　年
次
有
給
休
暇
の
取
得
を
労
働
者
本
人
が

希
望
せ
ず
、
使
用
者
が
時
季
指
定
を
行
っ
て

も
休
む
こ
と
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
使
用

者
側
の
責
任
は
ど
こ
ま
で
問
わ
れ
る
の
で
し

ょ
う
か
。

　使
用
者
が
時
季
指
定
を
し
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
労
働
者
が
こ
れ
に
従
わ
ず
自
ら
の
判

断
で
出
勤
し
、
使
用
者
が
そ
の
労
働
を
受
領

し
た
場
合
に
は
、
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し

た
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
、
法
違
反
に
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　た
だ
し
、
労
働
基
準
監
督
署
の
監
督
指
導
に

法
違
反
・
罰
則
に
つ
い
て

　使
用
者
が
時
季
指
定
し
た
日
が
到
来
す
る

前
に
労
働
者
が
自
ら
年
次
有
給
休
暇
を
５
日

取
得
し
た
場
合
は
、
当
初
使
用
者
が
時
季
指

定
し
た
日
に
労
働
者
が
年
次
有
給
休
暇
を
取

得
し
な
く
て
も
、
法
違
反
に
は
な
ら
な
い
と

考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

お
い
て
、
法
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、

原
則
と
し
て
そ
の
是
正
に
向
け
た
指
導
を
う

け
、
改
善
を
図
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　使
用
者
が
時
季
指
定
し
た
日
が
到
来
す
る

前
に
労
働
者
が
自
ら
年
次
有
給
休
暇
を
５
日

取
得
し
た
場
合
は
、
当
初
使
用
者
が
時
季
指

定
し
た
日
に
労
働
者
が
年
次
有
給
休
暇
を
取

得
し
な
く
て
も
、
法
違
反
に
は
な
ら
な
い
と

考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

　労
働
者
が
自
ら
５
日
年
次
有
給
休
暇
を
取

得
し
て
い
る
の
で
、
法
違
反
に
は
あ
た
り
ま

せ
ん
。
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
初

使
用
者
が
行
っ
た
時
季
指
定
は
、
使
用
者
と

労
働
者
と
の
間
に
特
段
の
取
決
め
が
な
い
限

り
、
無
効
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

年次有給休暇の確実な取得が必要です。
2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施行されました！

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の有給休暇を確実に取得させる必要があります。年5日の有給休暇を確実に取得させる必要があります。年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の有給休暇を確実に取得させる必要があります。年5日の有給休暇を確実に取得させる必要があります。
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大
府
駅
長
か
ら
感
謝
状
授
与

海
旅
客
鉄
道
㈱

東7
月
3
日（
水
）

於

　当
所
３
Ｆ
ホ
ー
ル
14
時
00
分
〜
14
時
25
分

：
　「
さ
わ
や
か
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」
の
集
客
に
多

大
な
貢
献
を
し
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
、Ｊ
Ｒ
東

海

　大
府
駅
駅
長
か
ら
感
謝
状
が
授
与
さ
れ
ま

し
た
。
今
年
で
連
続
４
回
目
と
な
り
ま
す
。

　７
月
３
日
に
授
与
式
が
行
わ
れ
、Ｊ
Ｒ
東
海

大
府
駅
長
の
荒
木
氏
は
じ
め
６
名
、
当
所
か
ら

は
木
村
会
頭
、 

深
谷
副
会
頭
（
観
光
協
会
会

長
）、
横
北
支
部 

笹
田
副
支
部
長
、
ふ
る
さ
と

ガ
イ
ド
お
お
ぶ 

阪
野
会
長
、
下
畑
専
務
理
事

が
出
席
し
ま
し
た
。

　荒
木
駅
長
よ
り
、
昨
年
４
月
29
日
開
催
〝
大

府
を
散
策
！
曹
源
寺
か
ら
大
倉
公
園
つ
つ
じ
ま

つ
り
〞（
名
鉄
前
後
駅
〜
Ｊ
Ｒ
大
府
駅
）
の
さ

わ
や
か
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
は
５
'４
５
９
名
が

参
加
し
、
２
０
１
８
年
度
Ｊ
Ｒ
東
海
（
東
京
駅

〜
新
大
阪
駅
）
で
行
わ
れ
た
『
全
１
３
３
コ
ー

ス
の
内
で
、
参
加
人
数
が
１
位
』
と
の
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。

　今
年
度
は
、
10

月
26
日
〝
大
府
駅

〜
大
倉
公
園
〜
至

学
館
大
学
〜
二
ツ

池
セ
レ
ト
ナ
〜
第

50
回
産
業
文
化
祭

り
〜
大
府
駅
コ
ー

ス
〞
が
決
定
し
て

お
り
、
関
係
者
が

受
入
れ
の
準
備
を

進
め
て
い
ま
す
。

ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト

２
回

第6
月
24
日（
月
）

於

　お
お
ぶ
文
化
交
流
の
杜allo

b
u

　
　こ
も
れ
び
ホ
ー
ル

18
時
30
分
〜
20
時

：

　イ
タ
リ
ア
か
ら
、
マ
ッ
シ
モ
・
マ
ル
ケ
ー
ゼ

（
リ
ュ
ー
ト
）、
シ
モ
ー
ネ
・
エ
ッ
レ
（
リ
コ
ー

ダ
ー
）、
ナ
デ
ィ
ア
・
カ
リ
ス
テ
ィ
（
ソ
プ
ラ
ノ
）

を
迎
え
、
大
府
商
工
会
議
所
主
催
に
よ
る
「
ふ

れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　今
年
は
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
没
後

５
０
０
年
に
あ
た
り
、
世
界
各
国
で
関
連
イ
ベ

ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
所
は
イ
タ
リ
ア

文
化
会
館
大
阪
・
日
伊
文
化
交
流
協
会
Ⅰ-

Ｊ
・

当
所
会
員
㈱
イ
タ
リ
ア
ー
ナ
の
協
力
を
得
て
、

こ
の
世
界
的
イ
ベ
ン
ト
の
大
府
公
演
を
実
現
し

ま
し
た
。

　ト
リ
オ
の
奏
で
る
旋
律
は
観
客
を
魅
了
し
、

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
時
代
の
音
楽
を

堪
能
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し

た
。
ル
ネ
ッ
サ

ン
ス
時
代
に
大

流
行
し
た
旋
律

遊
び
の
世
界
に

浸
り
会
場
ご
と

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

の
空
間
に
タ
イ

ム
ス
リ
ッ
プ
し

た
夜
で
し
た
。

時
常
議
員
会

臨7
月
10
日（
水
）

於

　当
所
３
Ｆ
ホ
ー
ル
14
時
〜
16
時

：

　【
審
議
事
項
】

議
案
第
１
号 

会
員
の
加
入
に
つ
い
て

　
６
月
〜
７
月
分
と
し
て
19
事
業
所
の
加
入

が
承
認
さ
れ
ま
し
た
（
詳
細
は
10
頁
を
ご
覧

く
だ
さ
い
）。

議
案
第
２
号 

常
議
員
の
補
欠
選
任
（
案
）

　
　
　
　
　
に
つ
い
て

議
案
第
３
号 

議
員
選
挙
に
係
る
告
示
（
案
）

　
　
　
　
　
に
つ
い
て

議
案
第
４
号 

第
８
期
２
議
員
の
部
会
へ
の
割

　
　
　
　
　
り
当
て
（
案
）
に
つ
い
て

　　
４
議
案
全
て
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し

た
。

中
小
機
構
基
盤
整
備
機
構
よ
り

感
謝
状
を
授
与

入
目
標
達
成
！！

加　平
成
30
年
度
の
小
規
模
企
業
共
済
に
お
い

て
、
当
所
が
取
り
扱
っ
た
加
入
件
数
が
目
標
を

達
成
。

　７
月
３
日
、（
独
）
中
小
機
構
基
盤
整
備
機

構
中
部
本
部
か
ら
感
謝
状
が
授
与
さ
れ
ま
し

た
。　小

規
模
企
業
共
済
と
は
、
経
営
者
の
退
職
金

制
度
で
す
。
退
職
後
の
資
金
強
化
・
節
税
と
し

て
加
入
を
推
奨
し
て
お
り
ま
す
。

詳
し
い
内
容
は
、
会
議
所
へ
ご
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　今
後
も
、
会
員
事
業
所
の
皆
様
の
お
役
に
立

て
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

常議員

河野　功
住友重機械工業㈱
名古屋製造所

【交代理由】
前任者岩田守弘氏の退職による交代

顧問 名古屋製造所長
兼PTC事業部長補佐

上記について令和元年10月23日の臨時
議員総会で追認することを提案しました。

※敬称略※敬称略

（　　　　　　）

会議所だより
KAIGISHO ★ DAYORI

会議所だより
KAIGISHO ★ DAYORI
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　令和元年度 吉森支部通常総会が、会員役員ならびに
来賓出席の下、開催されました。支部長である大和田
宏之氏（大府造園土木㈲）の挨拶後、議題の４議案が
全て原案どおり可決さ
れました。
　また、総会後には、「中
小企業振興について」
と題し、大府市役所 商
工労政課 課長 杉江範
久氏、商業観光総括係
長 大塚康雄氏ならびに
工業労政総括係長 半田貴之氏との意見交換会を実施し
ました。半田氏による大府市実施事業の説明後、熱心
に意見交換する会員の方々の姿が印象的でした。

　今後も吉森支部
は、「石ヶ瀬川夜桜ラ
イトアップ」を主とし
て、地域活性化に向
けた事業展開を更に
推進していきたいと
思います。

吉森支部

6 月１８日（火） 於：半月みんなの家
時：19:０0～ 2０:３0

　来賓に、鬼頭副会頭、下畑専務理事をお招きし、横
北支部第 17 回通常総代会が総代 22 名出席のもと（委
任状出席含む）行われました。第１号議案「2018 年度
事業報告書および収支決算書について」、第 2 号議案
「2019 年度事業計画書（案）および収支予算書（案）
について」を上程し、全て原案通り可決承認されました。
　この後来賓の鬼頭副会頭から横北支部会員に向けて
「最近の世界経済は不確実性が増しているし、また我々
の足元の経済環境は、ますます厳しくなることが予想さ
れます。こんな時こそ、アンテナを高くして進んで情報
を取り、自立していくことが大事である」との激励のお
言葉を頂きました。

横北支部

6 月26日（水） 於：チャイナレストラン大府飯店
時：18:０0～ 18:３0

　共長支部は、通常総
会を開催しました。
　総会及び親睦研修会
には、３１名が出席しま
した。総会では支部長の
深谷孝利氏（深谷設計
室）が議長を務め、６議

案を上程しました。審議の結果、全議案とも原案通り可
決承認されました。
　総会前には、中部国際空港のフライト・オブ・ドリー
ムを訪問しました。館内には、ボーイング 787 初号機
が設置されており、ボーイングの故郷シアトルをイメー
ジした雰囲気のエリアになっており、上層階から見下ろす
ボーイングを中心とし
たプロジェクションマッ
ピングが圧巻でした。
　総会後は、さらに南
に下り魚太郎本店へ向
かい、威勢のよい店内
でお土産を買い、知多
半島を楽しみました。

共長支部

６月１１日（火） 於：まるは食堂　りんくう常滑店
時：１２:２０～１４:３０

　2019 年度大府支部の総代会を 6 月 11 日 18:00 ～
当所２Ｆ会議室で行いました。
　総代 25 名が出席し、2018 年度の事業報告・決算に
続いて 2019 年度の事業計画・予算案等の１号議案～ 4
号議案が慎重に審議され、各議案とも原案通り可決さ
れました。
　来賓には、愛知県議会議員　日高章様、大府市議会
議員　加古守様、同　鷹羽登久子様、同　太田和利様、
同　小山昌子様、大府区振興長　原田峰夫様、大府商
工会議所　副会頭　花井宏基様、同　専務理事　下畑
昌史様、同　女性会会長　青山多美枝様の皆様が出席
下さり、各々ご祝辞を頂き、盛大なうちに終了しました。
　今年度、大府支部は下記行事を行います。是非皆さ
んご参加下さい！

大府支部

6 月11日（火） 於：当所 2Ｆ会議室
時：18:00 ～ 19:00

2019 年 8 月 26日（月） ボウリング大会
 9 月30日（月） 先進地視察半田市
 11 月頃 まちづくり講演会
2020 年 1 月 14日（火） 豊川講
 3 月29日（日） 三世代交流会

挨拶される来賓の鬼頭副会頭

支部通常総代会・総会

6 月24日（月）　　　　　　於：商工会議所３Ｆホール
　　　　　　　　　　　　　時：１３:３０～１５:３０
　大府商工会議所女性会は、女性会会員でもある脳若
ステーションおおぶの猪井友美氏を講師に招き、「楽しく！
若々しく！頭のフィットネス～ 皆で楽しく脳トレセミナー 
～」を開催しました。
　人生 100 年時代を迎え、健康寿命の増進が不可欠と
なっています。
　脳を若くする秘訣として①新しいことにチャレンジす
る②人と会って話す③笑うこと
の３つを教わりました。
　その後、記憶力や判断力を鍛
えるべく、あいこ・負けるジャ
ンケンや記憶ゲーム、iPad を
使った簡単なゲーム、中文字し
りとり等、普段しない新しいこ
とを体験し、楽しみながら脳若
トレーニングをしました。
　いつまでも健康でいられるよ
うに習慣的な取組が必要と感じ
るセミナーとなりました。

女性会主催

「楽しく！若々しく！頭のフィットネス
～ 皆で楽しく脳トレセミナー ～」

7 月 9日（火）　　　　　於：商工会議所３Ｆホール
　　　　　　　　　　　時：１4:0０～１6:0０
　名古屋銀行との共催で、社会保険労務士法人
eye core の加藤光氏を講師にお招きし、本セミ
ナーを開催。５３名の方々が、熱心に聴講されました。
講師は、「助成金の財源は雇用保険であり、要件を
満たしていれば受給可能で、会社の信用にもつなが
るものであるため、積極的な活用」と促されました。
助成金の一例として、残業を減らす為、生産性や作
業効率を高める設備を導入する際に助成されるもの
があり、働き方関連法に伴い、予算・助成額がアッ
プされています。

働き方改革関連法始動に伴う
雇用助成金活用セミナー

改正健康増進法が 2020 年４月１日から全面施行され、飲食店・オフィス・事業所などが

原則屋内禁煙※になります！※喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。

本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙
室等の設置などにかかる工費、設備費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。
詳しくは、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudou/roudoukijun/anzen/kitsuen/index/html

［財政支援］受動喫煙防止対策助成金

［税制措置］特別償却または税額控除制度

事業者のみなさんへの
財政・税制支援等について

受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる
財政・税制上の制度が整備されています。
また、喫煙室の設置等に関する相談窓口や測定機器の貸出も行っています。

2021年 3月 31日までに、認定経営革新等支援機関等（商工会議所等）による、経営改善に関する指導に基
づいて、一定の要件を満たした経営改善設備の取得を行った場合に、取得価額の特別償却（30％）または税
額控除（7％）の適用を認めます。
詳しくは、https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000338604.pdf の P12
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造園・緑化工事のご相談なら

大府市修景協会
大府修景建設㈱
大府市桃山町2-69

☎0562-48-1114

大府造園土木㈲
大府市半月町3-184-3
☎0562-46-2837

冨 田 造 園㈱
大府市共栄町4-3

☎0562-46-1128

坂　田　造　園
大府市共和町1-7-16
☎0562-46-4566

㈲知北グリーンサービス
大府市桜木町5-287
☎0562-48-5755

２０１９国際ロボット展への合同出展を希望する企業を募集します。

令和元年１２月１８日（水）～２１日（土）

（前日準備として１７日（火）を含めて５日間）

東京ビッグサイト

最大８社

無料（旅費や搬入に係る費用等は自費）

ロボット分野へ参入している、または今後参入していきたい企業で、販路開拓に積極的であること

大府市商工労政課ホームページ内の所定の申込書に必要事項を記入の上、メールにて申込　（「大府市

国際ロボット展」で検索）※応募多数の場合は、事務局にて協議の上、出展企業を決定します。

令和元年８月１日（木）～８月２３日（金）

大府市役所商工労政課 TEL0562-45-6227

開 催 日

場 所

募集企業数

対象求職者

募集企業数

申込み〆切

出 展 費

出展条件

申込方法

申込期間

問合せ先

問合せ先

申込方法

出展条件

2019国際ロボット展への合同出展　出展企業を募集

転職者・再就職者を対象とした就職フェアを開催します。

現在出展企業を募集しています。

令和元年１０月８日（火）

①中高齢者の部　9：30 ～11：30　（45 歳以上）

②再就職者の部　13：00 ～16：00　（年齢不問）

大府市役所 地下多目的ホール

①45歳以上の中高齢の求職者（パートタイム含む）

②再就職を目指す方、パートタイム希望の方（年齢不問）

①、② 各 35 社（両方の出展申込も可）

無料

ハローワーク刈谷に大府市内の事業所の求人を提出していること

大府商工会議所ホームページ内の所定の申込用紙に必要事項を記入の上、ハローワーク刈谷へ

ＦＡＸ（0566－88－0017）して下さい。

令和元年８月９日（金）

ハローワーク刈谷　ＴＥＬ0566－21－5003

主催：ハローワーク刈谷　　　協力：大府市、大府商工会議所

開 催 日

時 間

場 所

出 展 費

2019 大府企業再就職フェア　出展企業を募集中 家具に取り付ける防災対策グッズ

家具転倒防止金具・Ｌ字金具
最も家具を倒れにくくすると
言われるＬ字金具。
家具と壁をネジでとめます。

家具１台につき２箇所止めで
３台まで無料施工！

①家具転倒防止器具

L字金具

突っ張り器具

⑤開き戸ストッパー

④固定シート・安定板

③家具連結
　器具

②ガラス飛散
　防止シート

住宅用火災警報器・家具転倒防止金具の
取り付けを無料で行います

　大府商工会議所住宅修繕相談事業専門部会では、火災警報器や家具転倒防止金具の取付けが困難な方のために
器具の取付けを支援いたします。

　９月２1日（土）・２2日（日）午前１０時～午後３時

大府市内在住で、住宅用火災警報器・家具転倒防止金具の取り付けが困難な方

無料（住宅用火災警報器の実費負担／１器 3,500 円程度は除く）

９月１0日（火）までに直接商工会議所へ（電話・ＦＡＸでの受付はできませんのでご了承下さい）

詳細は、大府商工会議所ホームページ（http://www.obu-cci.or.jp）をご覧ください。

日 時

対 象

料 金

申し込み

そ の 他
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ペコロスのお問い合せ TEL〈052〉601‐2440

広告掲載料（2ヵ月間）

40,000円（税別）～

みなさまの
おかげで
10周年!!

検索愛知印刷

60期に向けて◎発行部数／98,000部（63号実績）

中京サテライト
豊明市沓掛町石畑180-1

企業で働く皆様・個人で受診を考えている皆様
健康診断・人間ドック の ご利用はお任せ下さい

ご予約窓口：0562-93-8222
 （8：00-17：00）

コインランドリーせんたっく大東店
コインランドリーでお布団ふわふわ　快適な毎日を

オーナー　日高　恵里香

●住所／大府市大東町１-１
●年中無休
●営業時間／ 5：00 ～
　　　　　　　　24：00
●駐車場／ 10 台
●サポートセンターあり
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事業所はご遠慮ください。）

　お布団はコインランドリーで洗えるのをご存じです
か。洗えるものは羽毛・化繊・こたつ布団。毛布・カー
テンも洗えます。機械から洗剤・ソフターが自動投入
され持ち込み不要です。知多地域で唯一、山型ふとん
乾燥機もありますので、当日仕上げが可能です。花粉
症でお困りの方も外干しよりも当店の乾燥機をおス
スメします。ペット用、スニーカー用もあります。

　洗濯乾燥機は仕上げまでノンストップ！機械に移し
替える手間いらずでご好評をいただいています。　　
　ICカードを発行中！　小銭は不要で、ご利用ごとに
ポイントが付きます。防犯カメラが２４時間作動して
いて女性にも安心してご利用いただけます。企業や商
店の皆様のご利用大歓迎！！　領収書発行いたします。
どうぞお気軽にご来店ください。

～令和元年度6月、7月　新入会員　よろしくおねがいします～
　　期間：令和元年 5月 8日～ 7月 2日（敬称略）

№ 事業所名 代表者 住　　所 事業内容等 所属部会

1 ㈱クレセント 瀬口　雄一郎 江端町 介護情報誌出版 製造業

2 Snack ＆ Bar ＄ 富永　賢 朝日町 飲食店 商業

3 ㈱愛絆設備 酒井　正博 東新町 水道配管 建設業

4 — 入佐　治郎 豊明市 大工工事、測量作業 建設業

5 ㈲ 愛希 中田　照光 名古屋市緑区 運送業 情報・物流・サービス業

6 — 苑田　忠浩 東海市 塗装業 建設業

7 — 梅村　慎司 吉田町 塗装業 建設業

8 — 森野　 清春 吉田町 塗装業 建設業

9 — 坂野　将来 共西町 塗装業 建設業

10 眞空㈱ 木元　裕紀 名古屋市西区 キッチンカー製作・レンタル・
出店サービス 製造業

11 ㈱大真カンパニー 田中　達也 長草町 建築業 建設業

12 セブンイレブン
大府梶田町 4 丁目店 長坂　敏也 梶田町 コンビニエンスストア 商業

13 ㈱星煌学院 中村　潔 月見町 学習塾 情報 ･ 物流 ･ サービス業

14 ㈱ T S K 瀧本　純一 共栄町 とび工事 建設業

15 中田工業 中田　雄大 桜木町 天井クレーンメンテナンス 建設業

16 アイセイ㈱ 諌山　伊織 大東町 建設業、不動産業 建設業

17 難波ワイヤレス技研 難波　秀彰 北山町 ワイヤレスシステム関連 情報 ･ 物流 ･ サービス業

18 平成維新 本地　慎一 東海市 機械設備据付、製缶 建設業

19 ㈲グローバルホーム 山田　かおり 朝日町 不動産 建設業

令和元年 7 月末会員総数 1,702
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大府ブランドを世界に！ 大府商工会議所 検索http://www.obu-cci.or.jp/

定例個別相談のご案内（無料・要予約）

日本政策金融公庫
金　融　相　談

愛知県信用保証協会
金　融　相　談

8 月 19日（月）10：00 ～ 12：00【日　　時】

大府商工会議所１階相談室【開催場所】

日本政策金融公庫 熱田支店 
国民生活事業　担当者

【相 談 員】

住宅修繕相談
8 月 28日（水）【日　　時】

大府商工会議所１階相談室【開催場所】
（公財）住宅リフォーム・紛争処
理支援センター　増改築相談員

【相 談 員】

8月 27日（火）13：30 ～ 15：30【日　　時】

大府商工会議所１階相談室【開催場所】

愛知県信用保証協会 
経営支援部 担当者

【相 談 員】

税務経理相談 知的財産相談
8 月 9日（金）
①13：30 ～
③14：30 ～

13：00 ～ 16：00

②14：00 ～
④15：00 ～

【日　　時】

大府商工会議所１階相談室【開催場所】
税理士及び公認会計士【相 談 員】

下請取引斡旋相談 経営法務法律相談 社会保険相談

8 月 9日（金）14：00 ～ 15：00【日　　時】

大府商工会議所【開催場所】

弁理士【相 談 員】

【日　　時】 ご連絡をいただいてから、相談日を決定します。

【開催場所】 大府商工会議所 1階相談室

　　　　　　　　　  【相 談 員】
（公財）あいち産業振興機構専門員 愛知県弁護士会所属弁護士 社会保険労務士

※上記相談は、開催前日の午前中までに、必ずご予約下さい。（ご予約がない場合は、開催されません。）

中小企業相談所まで、
ご連絡下さい！

TEL（0562）47-5000

OBU 
�e Obu Chamber of Commerce and Industry

大府商工会議所会報OBU 
�e Obu Chamber of Commerce and Industry
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